
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交際費と社内飲食費 

Tasaka tax accountant office 

いつもお世話になっております。 

朝夕はだいぶ涼しくなり、秋を少しずつ感じるようになりました。 

体調管理には十分気を付けてお過ごしください。 

それでは、今月の事務所便りをお届けします。 

Vol.113 

2022.9.20 

◆交際費制度はそのまま延長 

 令和 4 年度税制改正で、交際費の損金不算入

制度および接待飲食費に係る特例については令

和 2 年度の改正内容を踏襲し、そのまま 2 年間

延長することとなりました。 

 

(1) 支出する交際費等の額のうち接待飲食費 

（1 人当たり 5,000 円を超える分）の額の 50％

相当額は損金算入 

(2)資本金又は出資金の額が１億円以下の中小企

業は支出する交際費の額のうち年 800 万円まで

は損金算入 

※中小企業はどちらかを選択適用 

 「(1)について、資本金の額等が 100 億円を超

える法人を除外」も据え置きです。 

 

◆飲食費は社内・社外で対応が異なる 

 資本金 1 億円超の企業であっても、社外への

接待飲食費については 1 人当たり 5,000 円以下

の飲食であれば税務上交際費に含めず、全額を

損金にできます。また、自社の役員・従業員・親

族に対する接待等のために支出するものは、

5,000 円以下であっても交際費に該当します。た

だし、社内の「（参加の可否はともかく）社員全

員を対象とした忘年会等」の飲食費については、

社会通念上妥当な金額であれば、福利厚生費と

して扱います。 

「社内飲食費」なのかが微妙な判定も、国税庁

のQ＆Aで例示されています。親会社の役員や、

グループ内の他社の役員等に対する飲食費、同

業者同士の懇親会等で支出する自己負担分の

飲食費については、「社内飲食費」には該当しま

せん。こういった場合は 1 人当たり 5,000 円以

下であれば税務上交際費には該当せず、全額損

金算入が可能です。 

 

◆では、出向者の飲食費はどうなる？ 

 出向者の場合は、その出向者が出向先法人の

立場で飲食等の場に出席したか、出向元法人の

立場で出席したかにより、判断することになり

ます。 

 例えば、親会社からの出向者が出向先の子会

社の役員等を接待する会合に、子会社の役員等

の立場で出席しているような場合に支払う飲

食代は、「社内飲食費」には該当しません。他方、

出向者が親会社の懇親会の席に、あくまで親会

社の社員等の立場で出席しているような場合

に支払う飲食代は、社内飲食費に該当すること

となります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かわいい子には、たくさんお金をあげたいもの

ですが、子供の将来の生活を思って、早めに資金移

動を考えることがあります。相続の際、子を遺産分

割争いに巻き込みたくない気持ちも働くかもしれ

ません。 

 

◆名義預金の帰属 

 子の名義で預金口座を別に作って、少しずつ貯

金しておくことも一つの方法です。 

 未成年の子に、新たに預金口座を開設して母親

に現金を渡し、その口座に子の将来のための資金

を振り込むよう指示していた場合、被相続人から

の贈与は贈与財産か相続財産かが問題になること

があります。 

 このような場合は、贈与書面を作成しておき、預

金通帳、印鑑を被相続人から託されていれば、贈与

財産として認められるものと思われます。 

 なお、子が成人したときは、通帳と印鑑は子に引

き渡すことが肝要です。成人の後は、贈与していた

預金を子の管理のもとにおくことが本来の姿とい

えます。 

 

◆贈与契約書を作成する。 

 民法では、贈与書面がなくても贈与の意思表示

と受諾があれば贈与契約は成立していますが、税

務の場面では、預金の原資を誰が負担しているか、

管理・運用はどのように行われているか、利息は誰

に帰属しているか、被相続人と管理者、名義人との

関係などから実質的に贈与契約が成立していたか

などが総合的に判断されます。そして贈与契約の

存在を説明するため、贈与契約書面を作成し、申告

書の添付が必要です。 

◆相続財産となる場合 

 反対に、贈与書面がなく、預金通帳、印鑑は被

相続人が保管したままで、基礎控除を超える額に

ついて贈与税の申告も行っていないとしたら、預

金に預け入れた資金は相続財産とされます。相続

税が課されるばかりか、遺産分割協議によって

は、財産の帰属先も不確定なものとなるかもしれ

ません。 

 

◆定期の贈与に注意！ 

 その年の１月 1日から 12 月 31 日までの間の１

年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除

110 万円を控除した残額に贈与税が課税されま

す。110 万円以下であれば、申告手続きは不要と

なります。 

 なお、毎年、定額を贈与する場合、複数年の贈

与にまたがる贈与契約書を作成すると、全体が一

つの贈与契約として課税される可能性があります

ので、贈与契約書は毎年、作成するようにしまし

ょう。 

 

～人生の役に立たない雑学 vol.113～ 

 

 

子の口座への入金は誰からの贈与？ 

 

 

田 坂 税 理 士 事 務 所  http://www.tasaka-tax.com/ 

屋上のヘリポートマークの意味 

Ｈ …「Heliport（ヘリポート）」 

ヘリコプターの離着陸が可能。 

Ｒ …「Rescue（レスキュー）」 

緊急救助スペースでヘリ 

コプターで離着陸不可。  

ホバリングして救助する 

必要がある。 


